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〇登記情報連携の開始予定と注意点等 

令和 3 年 7 月 19 日（月）から、公益法人 Information と登記情報システムの連携を開始し

ます。 

 

■登記情報連携について 

変更の届出など、従来、登記事項証明書をスキャンして添付していた手続について、法務省

の登記情報システムから登記情報を取得できるようになります。ただし、当該登記情報は、

公益法人 Information での申請・届出以外の目的で使用することができません。 

なお、取得可能な登記情報は、申請・届出を行う法人の登記情報に限られます。他法人の登

記が必要な手続においては、従来通り登記事項証明書をスキャンして添付してください。ま

た、現時点では、登記情報連携に手数料等の費用負担はありません。 

 

■開始日時と注意点 

本年（令和 3 年）7 月 17 日（土）及び 18 日（日）にシステムメンテナンスを実施し、19

日（月）から登記情報連携を開始する予定です。 

なお、公益法人 Information は 24 時間運用ですが、登記情報システムの運用時間は平日の

8 時から 20 時までとなっています。このため、夜間や休日は登記情報連携の予約を行える

ものの、登記情報が添付されるのは登記情報システムの運用時間内となります。 

 

■申請・届出画面の変更点 

申請・届出の「案件詳細」画面において、登記連携の状況を確認するための「更新」ボタン

を追加するほか、上から下へ順に操作いただくと申請・届出が行えるよう、若干のレイアウ

ト変更を行います。 

また、誤って複数の申請・届出を作成してしまう、「状況照会」欄に気付かず提出書類を準

備できない等の問題があるため、手続完了前の全ての手続を「申請・届出、状況照会を行う」

ボタンに集約することとします。 

いずれの変更も軽微なものであり、項目名やボタン名等を大きく変えるものではありませ



ん。また、併せて「電子申請マニュアル」を更新しますので、詳細はマニュアルで御確認く

ださい。 

 

■その他（法人情報等の確認） 

登記情報連携は、公益法人 Informationに登録されている法人番号に基づいて行います。登

録されている法人番号については、公益法人 Information にログインし、法人名の右側に表

示される「法人情報を変更する」ボタンをクリックすると確認することができます。ただし、

法人番号を変更することはできないので、法人番号に誤りがある場合は所管行政庁に御連

絡ください。 

また、「法人情報を変更する」ボタンからは、通知用のメールアドレス等を変更することが

できます。誤ったメールアドレスが登録され、申請・届出の処理状況通知が届いていない状

況が多数見られますので、登録内容の確認と修正をお願いします。 

また、代理人の情報は、代理人が変更できない仕様としています。代理人の連絡先等につい

ては、お手数ですが法人側で内容の確認と修正をお願いします。 
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